
勝浦町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る 

利用者負担額軽減制度事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、勝浦町の介護保険の被保険者であって、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第２７条第１項の規定による要介護認定又は法第３２条

第１項の規定による要支援認定を受けた被保険者のうち、低所得者で特に生計が困難であ

ると町長が認定した者に対し、介護保険サービスを提供した社会福祉法人等が、当該軽減

対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減した場合、その費用の一部を助成し、

もって低所得者の生活の安全と介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするも

のである。 

 

（対象者） 

第２条 この要綱による軽減の対象者は、町民税世帯非課税者であって、次の要件のすべて

を満たす者のうち、そのものの収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計

が困難な者として町長が認めた者とする。 

（１）年間収入が単身世帯で１５０万円以下、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算し

た額以下であること。 

（２）預貯金等の額が単身世帯で３５０万円以下、世帯員が１人増えるごとに１００万円を

加算した額以下であること。 

（３）世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活にために必要な資産以外に利用し得

る資産を所有していないこと。 

（４）負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

（５）介護保険料を滞納していないこと。 

 

（対象サービス及び軽減内容） 

第３条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービスは当該法

人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設を所管する徳島県知事及び勝浦町長に

対して、申し出があった社会福祉法人が行う次のサービスとする。 

（１）訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護 

（２）通所介護、介護予防通所介護 

（３）短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 

（４）認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

（５）小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

（６）介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 



（１）～（６）のサービスにおけるサービス費、食費、居住費（滞在費）及び宿泊費とする。 

 ２ 軽減対象とする費用及び軽減の程度は、前項に掲げるサービスにつき、利用者負担の  

１／４（老齢福祉年金受給者は１／２）を原則とし、免除は行わない。 

 

（申請） 

第４条 第２条の規定による軽減を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、「社会 

福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」（様式第１号）に、別に定める必要な書類を

添えて町長に提出するものとする。 

 

（認定） 

第５条 町長は、前条の申請を受けたときは第２条に規定する軽減事由の該当の有無を審査

決定の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書」（様式第２号）により、その結果

を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、軽減対象者として認定された者に対しては、「社会福祉法人等利

用者負担軽減確認証」（様式第３号。以下「確認証」という。）をあわせて交付する。 

 

（確認証） 

第６条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の７月３１日までとす

る。ただし、申請のあった日の属する月が４月から７月までの間である場合は、当該年度

の７月３１日までとする。 

２ 軽減対象者は、介護保健サービスの利用に当たり、あらかじめ軽減を行う社会福祉法人

等の事業者に確認証を提示するものとする。 

３ 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更があったときは、その旨を速やか

に町長に届け出なければならない。 

４ 確認証の交付を受けた者は、被保険者の資格が無くなったとき、第２条の軽減対象の基

準に該当しなくなったとき、又は、確認証の有効期限が到来したときは、速やかに格認証

を町長に返還しなければならない。 

 

（利用者負担） 

第７条 軽減対象者は、社会福祉法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減後の利

用料を支払うものとする。 

 

（不正利得の返還） 

第８条 要介護等被保険者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による利用者負担の

軽減を受けたときは、町長は軽減を行った社会福祉法人と協議の上、軽減額の全部又は、

一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。 



（社会福祉法人等に対する助成） 

第９条 町長は、社会福祉法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行っ

た場合、当該社会福祉法人等に対し軽減の要した費用の一部を事業所等からの請求に基づ

き、審査の上、助成金を支払うものとする。 

 

（委任） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２６年４月１日から施行する。 


